
2026年 3月 2日 

三井住友海上あいおい生命保険株式会社 

 

2027年 3月 健康総合保険「自動車保険契約者割引制度」変更について 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、当社の「健康総合保険※」について、「自動車保険契約者割引制度」（以下「割引制度」

といいます）の制度変更を実施することとなりましたので、下記のとおりご案内します。 

※：2019年4月にあいおいニッセイ同和損保社から当社に保有移行された保険契約 

 

割引制度の変更に関するご案内を、2026年3月に対象のご契約者さま宛て「ご案内ハガキ」を送

付させていただいております。 

記 

 

１．現在の割引制度について 

健康総合保険の割引制度は、健康総合保険の保険契約者とあいおいニッセイ同和損保の自

動車保険の保険契約者が同一の場合に、健康総合保険の保険料について５％割引を行う制度

です。健康総合保険の保険期間中にあいおいニッセイ同和損保の自動車保険へご加入いただ

いた場合でも、割引を適用できます。 

 

 

２．割引制度の変更について 

今般、割引制度を以下のとおり変更します。変更後のイメージについては、【例１】および

【例２】の図をご参照ください。 

なお、割引制度の変更に伴い、自動車保険契約者割引特約を変更します。（別紙参照） 

 

 



 

 

 

 

割引適用の判定結果は、毎年の始期応当日1か月前に送付している「ご契約内容のお知らせ」

にてお知らせしています。 

 

３．適用時期 

ご契約の保険始期に関わらず、2027年3月31日より変更内容を適用します。 

 

４．ご確認いただきたいこと 

割引適用判定日が2027年3月31日となり、以降の割引適用は固定されます。あいおいニッセ

イ同和損保の自動車保険への加入をご希望のお客さまは、お早めにあいおいニッセイ同和損

保社でお手続きをお願いします。 

 

以上 

  



別紙 

 

 

 

 

 

 


